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会社法改正の方向性
―会社法制の現代化の解説―

あずさ監査法人代表社員 中島 祐二

Ⅰ. はじめに

１．改正の審議状況等

法務省の法制審議会会社法（現代

化関係）部会ではかねてより、「会社

法制の現代化に関する要綱案」（以下

「要綱案」という）について検討を重

ねてきましたが、すでに７月中に内

容の実質的審議をほぼ終了し、最終

的な調整をした後、10月末に要綱案

を公表する予定です。要綱案の内容

をもとに法案化され、平成17年春の

通常国会での可決成立を目ざすこと

となります。

本稿では、最近の部会における審

査状況等をもとに、要綱案に織り込

まれる予定の内容のうち、改正の基

本方針と、話題性が高いいくつかの

項目について、それぞれの内容や提

案されることとなった背景などにつ

いて説明します。

2．「会社法制の現代化」がめざすもの

改正の基本方針

（1）形式面での改正（わかりやすさの追求）

条文の片仮名文語体から平仮名口

語体への変更、用語の整理、解釈の

明確化、あるいは現在の商法第２編、

有限会社法、商法特例法の各規定を

１つの法典（会社法（仮称））として

まとめ再編成するなど、会社法をわ

かりやすくするために形式面での改

訂を行うことが、現代化の基本方針

の１つにあげられています。

（２）実質的な改正

今回の改正は、ここ数年積み重ね

られてきた改正の集大成的な位置付

けとして、体系的、かつ、抜本的に

会社法制度の見直しを行おうとする

ものです。要綱案では実質改正の内

容を「会社に係る諸制度間の規律の

不均衡の是正等を行うとともに、最

近の社会経済情勢の変化に対応する

ための各種制度の見直し等「会社法

制の現代化」にふさわしい内容の実

質的な改正を行うものとする」と表

現しています。

＜諸制度間の規律の不均衡の是正＞

近年において、会社法制は、短期

間に多数回の改正が行われました。

その中には議員立法による改正が含

まれていたこともあり、諸制度間の

規律の不均衡が発生し、諸制度間の

整合性を図るための対応が必要とさ

れていました。委員会等設置会社と

監査役設置会社の取締役の責任や利

益処分の権限の相違に対する調整な

どが、この例としてあげられます。

また、「株式会社と有限会社の規律の

一体化」や「会社財産の払戻しに対

する横断的規制」なども、制度間の

10月末に｢会社法制の現代化に関する要綱案｣が公表される予定
です。その基本方針と、話題性が高いいくつかの項目について、
それぞれの内容や提案のもととなった背景などを、わかりやすく
説明します。
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規律の不均衡を是正するための改正

と位置付けることができます。

＜社会経済情勢の変化への対応＞

会社法はその国の経済力を高める

重要なインフラであるといわれてい

ます。近年の会社法改正は、わが国

の経済状況に対応し、経済界等から

の強い要望があったファイナンス関

係の一層の規制緩和、ストックオプ

ションや自己株式取得の自由度の拡

大などを優先的に行うとともに、よ

りよいコーポレート・ガバナンスが

結果的には全体的な経済力を高める

との考えをもとに、ガバナンスの選

択肢の拡大と監督強化が行われてき

ました。今回の改正も従来の規制緩

和、自由度の拡大などの基本的理念

を維持しており、上記の事項に加え、

国際的な対応をも含めた企業再編に

関する選択肢の拡大や、会社設立時

における最低資本金の規制緩和、実

務界から要望のあった新しい会社形

態（日本版LLC）の創設など、経済

政策面への対応がより一層試みられ

ているものと思われます。

また、社会の変化や実態に対処す

る事項として、新しい企業結合の会

計基準への対応や、従来から商法の

大きな課題であった株式会社の規律

と実態との乖離の問題を解決するた

め、新しい株式会社制度の提案が行

われています。

＜情報開示の充実＞

このように、今回の要綱案の内容

も従来の改正に見られた規制緩和や

ビジネス上の選択肢の拡大の路線を

引き継いでいますが、一方において、

このようなさまざまな規制緩和等に

対応して、情報開示を充実させるこ

とにより、株主や債権者等の利害関

係者保護への配慮がなされているこ

とも特徴の１つといえます。いわゆ

る「合併等対価の柔軟化」における

対価の内容を相当とする理由の書面

での開示、取締役会限りによる剰余

金分配の確定制度における剰余金処

分に関する理由書の開示や株主持分

変動計算書の作成、また、後述する

ように、株式会社の機関設計等の規

律に関して大幅な緩和が提案されて

いるなかで、決算公告制度は維持さ

れたことなどが、この例としてあげ

られます。なお、新たに提案された

会計参与（仮称）の制度は、中小会

社の情報開示の充実を促進する役割

をも持っているものと思われます。

Ⅱ．株式会社と有限会社の規律の

一体化

１．現行の株式会社と有限会社を、

１つの会社類型（株式会社）とし

て規律する

現在、出資者である社員の有限責

任が保障された会社形態として、有

限会社と株式会社があります。株式

会社に関する規律は大規模かつ公開

的な会社を想定して厳格なものとな

っており、有限会社の規律は閉鎖的

な中小企業を想定し、株式会社のも

のと比べ緩やかな内容となっていま

す。しかし、現実には日本の株式会

社の大部分は小規模かつ閉鎖的であ

り、株式会社に関する規定の多く、

たとえば、決算公告、附属明細書の

作成などが守られておらず、さらに

取締役会や監査役の監督が形骸化さ

れるなど、法規制と実態が著しく乖

離している状況が生じています。こ

の状況を解決するために、従来から

法制上の対応がなされてきましたが、

依然として形骸化の状況は改善され

たとはいえません。

要綱案では、このような実態を踏

会計トピック①
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まえ、大部分の株式会社には現在の

有限会社的な規律を適用するのが適

当であることを正面から認め、株式

会社の規律を緩やかな方向に広げる

ことにより、有限会社の規律との一

体化を図り、現在の株式会社と有限

会社を１つの会社類型（株式会社）

として規律することとしています。

なお、有限会社法は廃止されます

が、現行の有限会社法にもとづいて

設立された会社については、新しい

会社法施行後も、「有限会社」の文字

の使用も含め、現行の有限会社で認

められている制度を将来にわたって

利用できる措置がとられることにな

っています。

２．株式会社の機関設計の選択肢の拡大

１で述べたように株式会社と有限会

社の規律を一体化した場合に、まず、

端的に取り上げられるのが、機関設

計のあり方です。現行の株式会社の

うち、どのような考え方にもとづき、

現行の有限会社型機関設計を許容す

るかの検討が行われました。要綱案

では、株式会社を、まず、会社の閉

鎖性、すなわち株式譲渡制限の有無

で区分し、次に中小会社（現行の大

会社以外の会社）か大会社かで区分

し、さらに株式譲渡制限会社につい

ては、取締役会の設置の有無により

分類することとしています（図表１

参照）。

それぞれの分類により選択可能な

機関設計は図表２のとおりです。機

関設計は現在は原則として資本等の

規模により規律されているため、選

択肢はほとんどなかったのですが、

有限会社型を認めることや、すべて

の中小会社で会計監査人等の設置を

認めること、さらに会計参与の制度

の導入などもあり、株式会社の機関

設計の選択肢は大幅に拡大されます。

・機関設計の主なポイント

①株式会社の最低限必要な機関は、

株主総会と取締役（１名でも可）

です。

②株式譲渡制限のない会社は、取締

役会の設置が必須です。

③取締役会を設置しない会社の機関

の規律は、原則として、現在の有

限会社のものが適用されます。た

とえば、株主総会は、強行規定に

反しない限り、いかなる事項につ

いても決議することができます。

④取締役会を設置する会社の機関の

株式会社 
(株主総会・取締役) 
 

譲渡制限会社 

中小会社 

大会社 

中小会社○Ｅ 

取締役会を置かない会社○A

取締役会を置く会社○B

取締役会を置かない会社○C

取締役会を置く会社○D

大会社○F

上記の区分をもとに監査役（監査役会）、会計参与、会計監査人、三委員会等の組合せを行い機関設定を選択する。 

譲渡制限のない会社 
(取締役会は必須)

 

図表1■ 株式会社の分類
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規律は、原則として、現在の株式

会社のものが適用されます。

⑤取締役会を設置した場合には、監

査役（監査役会を含む）、会計参

与（株式譲渡制限中小会社に限

る）、または三委員会等（指名委

員会、監査委員会、報酬委員会、

執行役）のいずれかを設置しなけ

ればなりません。

⑥大会社は、会計監査人の設置が必

要です。

Ⅲ．機関に関するその他の主な改正点

１．取締役の会社に対する責任の見

直し

現行の商法266条１項１号～５号

（図表３参照）に規定されている取締

役の会社に対する責任は、５号の任

務懈怠責任以外は基本的に無過失責

会計トピック①

図表2 ■「株式会社の機関設計」について
（法制審議会現代化部会参考資料17より）

分類

株式譲渡制限中小会社 （図表１との対応）

① 取締役 ● ○Ａ

② 取締役＋監査役（注１） ● ○Ａ

③ 取締役＋監査役＋会計監査人 ○Ａ

④ 取締役会＋会計参与 ○B

⑤ 取締役会＋監査役（注１） ◎ ○B

⑥ 取締役会＋監査役会 ○B

⑦ 取締役会＋監査役＋会計監査人 ○B

⑧ 取締役会＋監査役会＋会計監査人 ○ ○B

⑨ 取締役会＋三委員会＋会計監査人 ○ ○B

株式譲渡制限大会社
① 取締役＋監査役＋会計監査人 ○C

② 取締役会＋監査役＋会計監査人 ○D

③ 取締役会＋監査役会＋会計監査人 ◎ ○D

④ 取締役会＋三委員会＋会計監査人 ◎ ○D

公開中小会社
① 取締役会＋監査役 ◎ ○E

② 取締役会＋監査役会 ○E

③ 取締役会＋監査役＋会計監査人 ○E

④ 取締役会＋監査役会＋会計監査人 ○ ○E

⑤ 取締役会＋三委員会＋会計監査人 ○ ○E

公開大会社
① 取締役会＋監査役会＋会計監査人 ◎ ○F

② 取締役会＋三委員会＋会計監査人 ◎ ○F

（注１）定款により、監査役の権限を会計に関する事項に限定することも可能

（注２）会計参与については、原則として、いずれの機関設計においても任意に設置可能

●は現在、有限会社で認められているもので、新たに株式会社にも認められるもの

◎は現在の株式会社で認められている機関設計

○は現在、中会社のみ認められているもので、新たに小会社にも認めるもの

無印は、今回の改正で新たに認められる機関設計
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任（故意・過失がなくても賠償責任を

負う）と解するのが一般的です。こ

れについては従来より、厳格すぎる

との批判や、多くの部分が過失責任

（自己の無過失を立証すれば、賠償責

任を負わない）とされている委員会

等設置会社の規定との調整が必要と

されていました。要綱案では、商法

266条１項のこれらの責任は基本的に

過失責任とすることとしています。

また、取締役の責任全般につき規

定されている商法266条２項（取締

役会決議に賛成した者に行為者と同

じ責任を課す取扱い）の規定は設け

ないものとし、個々の責任内容に応

じて同様の取扱いの有無を規定する

こととしています。さらに、これら

の責任に対しての一部免除や株主の

同意による免責決議に関する取扱い

の改正も提案されています。

なお、剰余金分配の期末のてん補責

任に関しても、後述するように、取締

役会における剰余金分配の権限の拡

大や分配可能額の算定時の変更が行

われることもあり、その取扱いの改

正が提案されています（図表３参照）。

２．取締役等の任期についての定め

取締役等の任期については、任期

の定めがない現行の有限会社の規定

との関係において、どのように定め

るかについて部会で活発な議論がな

されましたが、以下のように規定す

ることとなっています。

①株式会社（委員会等設置会社を除

く）の取締役の任期は原則として

２年とし、監査役の任期は原則と

して４年とする。ただし、株式譲

渡制限会社については、定款で、

これらの任期を10年まで伸長する

ことができるものとする。

②委員会等設置会社の取締役の任期

は、一律１年とする。

３．取締役会における内部統制システ

ムの構築の決定および開示の義務

現行法では、委員会等設置会社は

監査委員会の職務の遂行との関連に

おいて、取締役会が、いわゆる「リ

スク管理システム・内部統制システ

ム」を構築することが義務付けられ

ています。しかしながら、上記のシ

ステムの構築は、委員会等設置会社

のみならず、会社経営の重要課題で

あると考えられます。

要綱案では、取締役会設置会社に

おいては、上記の内部統制システム

等の基本方針は取締役会の専決事項

とし、当該決議の概要を営業報告書

に記載することとしました。さらに、

大会社については、その基本方針の

決定を義務付けることとしています。

基本方針の具体的な内容は、現行の

委員会等設置会社向けの商法施行規

則193条に定められている事項とほぼ

同様のものとし、同規定につき所要

の整備を行うこととしています。

会社経営におけるリスク管理や内

部統制システムの構築とそれらの有

効な運用は、ますます重要度が高ま

っています。証券取引法でもコーポ

レート・ガバナンスの状況の開示が義

１．商法第266条第１項による取締役の会社に対する弁済または損害賠償責任の改正

（１）違法配当等（１項１号）

（２）株主の権利行使に関する利益供与（１項２号）

（３）取締役に対する金銭貸付（１項３号）

（４）利益相反取引（１項４号）

（５）任務懈怠責任（法令・定款違反）（１項５号）―――従来より過失責任

２．期末のてん補責任（商法210条の２等）の改正

（１）定時総会決議（定款の定めによる取締役会決議の場合も含む）にもとづく分配
はてん補責任を課さないことを明確化

（２）てん補責任が課せられる範囲や欠損の判定を決算期基準から決算確定基準に変更

原則として
過失責任とする

図表3 ■ 取締役の責任の改正
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務付けられており、今後、これらの

開示内容がより注目されることにな

ると思われます。

４．株主代表訴訟についての改正

代表訴訟制度のあり方については、

さまざまな改正の提言が出されてい

ました。そのなかで実務界からの要

望があった提訴の制限に関して、以

下の規定を創設することとなってい

ます。

①株主代表訴訟を提起することがで

きない場合

イ）当該訴えの提起につき、当該株

主が自己もしくは他人の不正な

利益を図り、または会社に損害

を加える目的を有する場合

ロ）当該訴訟の追行により、会社の

正当な利益が著しく害されるこ

と、会社に過大な費用の負担が

生ずること、その他これに準ず

る事情が生ずることが、相当の

確かさをもって予測される場合

また、上記の理由により、会社が

提訴期間中に株主からの訴えを提起

しなかったときは、会社は当該株主

等に訴えを提起しなかった理由を、

書面で通知しなければならないこと

の手当がされています。

会社が上記の理由により、提起し

ないことについて、当該株主が不服

である場合は、株主が裁判所に提訴

することにより、会社処置の適否の

判断が争われることになります。

代表訴訟に関しては、その他、株

式交換・株式移転による原告適格の

喪失の見直し（その株主が完全親会

社の株主となれば原告適格を喪失し

ない）等の提案がされています。

５．監査役の権限について

①監査役は、原則として、業務監査

権限および会計監査権限を有する。

②株式譲渡制限中小会社において

は、定款で会計監査権限に限定す

ることができるものとする。

現行法では、株式会社のうち小会

社および有限会社の監査役の権限は

会計監査のみですが、要綱案では、

一律に業務監査権限を付与すること

にしています。これは、この要綱案で、

株式譲渡制限中小会社での監査役の

設置は任意とする提案がされており、

その場合、あえて監査役を置くこと

を選択した以上、監査役の本来の役

割といえる、取締役の職務執行全般

を監査するにふさわしい者を置くべ

きであるとの見解によるものです。

ただし、部会の審議のなかで、現

行の会計監査権限のみを有する監査

役のニーズを強く主張する意見もあ

り、②の手当がなされています。

６．会計参与（仮称）制度の導入

会社が作成する計算書類の信頼性

を高めることを主な目的とした会計

参与制度が、新たに導入されます。

会計参与の役割は取締役・執行役と

共同して、計算書類を作成すること

です。監査役や会計監査人のように

監査を行うことにより計算書類に信

頼性を付与するのではなく、会計専

門家が計算書類の作成者側に参加す

ることにより計算書類の信頼性を高

めようとする制度です。会計参与の

設置は任意であり、株式会社のいず

れの機関設計においても設置可能で

すが、本来的には、会計監査人が設

置されていない中小会社において有

効に利用されるものと考えられます。

中小会社の円滑な資金調達を促進す

るため、計算書類の信頼性を向上さ

せることは、従来から重要な課題と

されてきましたが、新しい会計参与

の制度がこの解決策の１つとして、適

切に運用されることが期待されます。
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会計参与の制度の概要は以下のと

おりです。

①会計参与の設置と選任等

定款で会計参与を設置する旨を定

め、株主総会で選任する。任期・報

酬等は取締役と同様の規律に従う。

②資格

公認会計士（監査法人を含む）ま

たは税理士（税理士法人を含む）。

③兼任禁止

会計参与は会社またはその子会社

の役員、会計監査人、使用人等を兼

ねることはできない。

④会計参与の職務等

ア．取締役等と共同して計算書類

を作成する。

イ．株主総会において、計算書類

に関して株主が求めた事項に

ついて説明する。

ウ．会社とは別に、計算書類を５

年間保存する。

エ．株主および会社の債権者は会

計参与に対して、いつでも計

算書類の閲覧等を請求するこ

とができる。

⑤会計参与の責任

会計参与の会社・第三者に対する

責任は、社外取締役と同様の規律を

適用するものとし、株主代表訴訟の

対象ともなる。

⑥会計参与の登記

会計参与を設置した旨、および会

計参与の氏名または名称を登記事項

とする。

７．会計監査人に関する事項

①会計監査人の任意設置の範囲の拡大

大会社以外の株式会社は、定款で、

会計監査人を設置することができる

ものとし、現在のみなし大会社の制

度は、廃止することとしています。

現行の小会社においても円滑な資金

調達を図るために信用力の増大を目

的とし、法律の裏付けられた会計監

査人制度を利用したいとのニーズに

対応したものです。今後は中会社、

小会社の区分がなくなることへの対

応がなされたともいえます。

②監査役会等への会計監査人報酬決

定の同意権限付与

監査役会または監査委員会に、会

計監査人の報酬の決定に関する同意

権限を付与することとしています。

従来より、会計監査人の会社経営

陣からの独立性を担保するため、そ

の選解任と同様、報酬に関しても、

監査役会または監査委員会が関与す

る規定を設けるべきとの意見があり、

要綱案では、会計監査人の報酬の決定

に関する同意権限を付与しています。

③会計監査人の会社に対する責任

会計監査人の会社に対する責任に

ついて、株主代表訴訟の対象とし、

社外取締役と同様の一部免除制度を

導入することとしています。

会計監査人も、取締役等と同様、

会社経営陣との緊密な関係から、会

社が責任追求を怠る可能性は否定で

きないとの理由から、株主代表訴訟

の対象となります。また、自然人で

ある取締役等に比べ資力を有する監

査法人に対する濫訴のおそれがある

ことなどを考慮し、責任の一部免除

制度を導入することとしています。

具体的には、社外取締役と同様、報

酬の２年分を限度とし、定款の定め

にもとづく事前契約の方法により免

除額を決定することになります。

Ⅳ．設立等に関する規制の緩和

１．設立時の出資額の下限額の廃止

わが国の経済状況下において、新

たな事業の創出・雇用の受け皿の確
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保による経済活動の活性化が最優先

課題とされ、現在の最低資本金制度

（株式会社1,000万円、有限会社300万

円）が会社設立の障害となっている

との強い指摘がありました。要綱案

では、最低資本金に関する規制を撤

廃することとします（資本金１円で

の株式会社設立も可能となります）。

なお、下限額の廃止に対応して、債

権者保護の観点から、資本金の額に

かかわらず純資産が300万円未満の場

合には、剰余金があっても、これを

株主に分配することができない規制

が新たに設けられます。

２．設立手続簡素化のための諸手続

の改正

このほか、設立手続を迅速かつ簡

単に行うことを目的として、次のよ

うな改正も行われます。

（１）設立登記の際に必要とされる、

銀行等の払込金保管証明書につ

いて、残高証明書でもよいこと

となります。

（２）現物出資・財産引受けについて

は、「資本の５分の１」かつ「500

万円を超えない」場合に限り、

検査役の調査は不要とされてい

ますが、この条件を「500万円」と

いう金額の要件に一本化します。

（３）いわゆる事後設立として、成立

後２年以内に一定規模以上の財

産を譲り受ける場合に必要とさ

れていた検査役の調査制度は廃

止されます。

Ⅴ．計算関係の改正

１．剰余金の分配にかかる規制の見

直し

（１）会社財産の払戻し（剰余金の分

配）の統一的財源規制

「利益の配当」「中間配当」「自己株

式の買受け」「資本及び準備金の減少

に伴う払戻し」は、株主に対する会

社財産の払戻し行為という点では同

じ意義を持つものですが、現行法で

は、上記に関する各規定は分散化さ

れ、それぞれの根拠規定、上限額な

ども異なっており、「わかりやすさ」

を目的とする現代化の意義からして

も、全体的にこれらの規定の調整を

図る必要が生じていました。要綱案

では、この点に対応し、上記の払戻

し行為を「剰余金の分配」という概

念にまとめ、それぞれの行為を区別

することなく、統一的に分配の財源

規制を適用します。

（２）剰余金分配可能額の計算方法等

の見直し

①計算方法の見直し

現行の配当可能額は「純資産額」

から「資本等の額」を控除すること

によって算出しますが、最近行われ

た資本の部に関する改正により、資

本の部の構成や勘定科目が複雑とな

り、現在の「引き算」的な計算方法

が、必ずしも明確かつ合理的である

とはいえない状況となりました。

要綱案では、分配可能額の計算を

最終の貸借対照表の留保利益等（分

配できる額）から自己株式および当

期に分配した金額（分配した額）を

控除することとし、明瞭化のための

工夫を行っています（図表４参照）。

なお、この計算方法の見直しは、

分配可能額について、現行法の実質

を変更するものではありません。

②分配可能額の算定の基準時の見直し

現行法では、たとえば、定時株主

総会の配当可能額は、対象となった

決算日現在の貸借対照表にもとづい

て算定すればよいこととされていま

す。したがって、決算日後、決算確

定時（総会の日）までの間に多額の
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自己株式の取得が行われても、この

点についての法制上の特別な手当は

されていません。要綱案ではこの点

などを考慮し、次のように規定して

います。すなわち、最終の決算期の

貸借対照表から算出される分配可能

額に、その分配を行う時までの分配

可能額の増減（金銭の分配、資本金

の減少等による増減をいい、期間損

益による変動は含まない）を反映さ

せることとしています（図表４参照）。

（３）取締役会の決議による剰余金分

配制度の創設

要綱案では会計監査人を設置し、

かつ、取締役の任期が１年の株式会

社（委員会等設置会社または監査役

会設置会社）は、定款で剰余金の分

配を取締役会の決議で決定できる旨

を定めることができることとしてい

ます。

要綱案において、一般の株式会社

の剰余金分配手続の原則は「いつで

も、株主総会の決議によって、剰余

金の分配を決定することができるも

のとする」となっており、株主等に

対する利益配当の回数の規制は廃止

されることになります。さらに上述

のように、一定の要件を満たしてい

る株式会社は、剰余金分配を、いつ

でも、取締役会限りの決定で行うこ

とができることとなります。これは、

現在の委員会等設置会社の規定との

相違を整理することも目的の１つで

すが、本来的には、配当等の株主へ

の利益払戻政策を弾力的に行うこと

を可能にする意図のものと考えられ、

株式を公開している上場会社等の多

くは、この規定を採用することにな

るものと予想されます。

なお、この定款の定めをした株式

会社の営業報告書には、株主への情

報開示を充実するため、剰余金処分

の理由その他法務省令に定める事項

を記載する必要があります。

２．法定準備金の減少額の規制

（４分の１規制）の廃止

現行法では、法定準備金について、

資本の４分の１を超えない部分を減

少させたいときは、先に資本金を減

少させなければならず、債権者保護

の観点から資本金の維持を最優先す

べきとしている商法の考え方とに、

一種の矛盾が生じているとの指摘も

あり、この規制は廃止されます。し

たがって、決定準備金を全額取り崩

すことが可能となります。

なお、現行の利益準備金の積立に

関する規定は、今後も維持されます。

３．定時総会関係の見直し

（１）定時総会の開催時期の弾力化

会計監査人等に計算書類等を提出

してから一定期間を経過しなければ

定時総会を開催することができない

とする規制は廃止されます。

たとえば、大会社においては、総

会の８週間前までに会計監査人等に

計算書類等を提出しなければなりま

せんが、この規定があるため、会計

貸借対照表資本の部
(平成16年3月31日)

資本金 1,000

資本準備金 250

その他資本剰余金

資本準備金減少差益 200

利益剰余金

任意積立金 400

未処分利益 300

株式等評価差額金 100

自己株式 △ 50

資本の部合計 2,200

〔現行法における計算方法〕

純資産合計 2,200

資本金 △ 1,000

資本準備金 △ 250

株式等評価差額金 △ 100

差引配当限度額 850

〔要項案による計算方法〕

利益剰余金 700

その他資本剰余金 200

自己株式 △ 50

小 計 850

自己株式の取得 △ 100

差引分配可能額 750

16年５月１日に自己株式100を取得

（３月31日決算、６月29日の株主総会における分配可能額）

図表4 ■ 剰余金分配可能額（配当限度額）の計算例

・・・

・
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監査人等の監査報告書が早い時期に

作成されても、計算書類提出後、８

週間を経過しなければ株主総会を開

催することができません。決算確定

の迅速化・弾力化を望む実務界から、

これらに関する規定の見直しの要望

が出されていました。

（２）株主持分変動計算書の作成義務

株式会社は、従来の貸借対照表、

損益計算書および営業報告書に加え、

株主持分変動計算を作成し、定時総

会の招集通知に添付することになり

ます。

国際的にも、株主持分変動計算書

は決算書の一部として定着している

こと、また、前述したように、剰余

金分配に関する規制が緩和されるこ

となどが、作成が義務付けられる理

由と考えられます。

Ⅵ．組織再編行為に関する見直し

１．対価の柔軟化

吸収合併、吸収分割または株式交

換の場合において、消滅会社等の株

主に対して、存続会社等の株式を交

付せず、かわりに、金銭その他の財

産を交付することを認めることにな

ります。

現行法では、交付される財産は、

存続会社等の株式に限定されること

を前提として、各種の規定が設けら

れています。

しかしながら、組織再編行為の多

様化・国際化に伴い、金銭や、存続

会社等以外の他の会社の株式をもそ

の対価とすることを認めるべきとの

要望が、国内外の実務界から強く寄

せられており、これに対応したもの

です。

対価の柔軟化が認められる例とし

て、以下のようなケースがあげられ

ます。

・子会社が他の会社を吸収合併する

場合に親会社の株式を対価として

交付する（いわゆる「三角合併」）。

・消滅会社の株主に金銭のみを交付

する合併（いわゆる「キャッシ

ュ・アウト・マージャー」）。

２．いわゆる「合併差損」等が生ずる

場合の取扱い

以下にあげる場合においても、組

織再編行為を行うことができるもの

とし、所要の開示手続を義務付ける

こととしています。

①存続会社等が承継する負債の簿価

が資産の簿価を超える場合（たと

えば債務超過会社を合併する場合）

②交付する対価の存続会社での簿価

が、承継する純資産額を超える場

合（たとえば代用自己株式を利用

した場合）

現行法では、合併等において、存

続会社等に差損が生じる場合を想定

した規定はありません。①の場合の

ような、合併差損（消滅会社が債務

超過）が生じる合併を認めるかにつ

いては、現行法においても議論のあ

るところですが、実務では、合併差

損が生じない程度に時価以下主義の

もとに、任意に資産の評価替えや

「のれん」を計上するなど、恣意性が

入りうる柔軟かつ不透明な処理がな

されることが多くあったと思われま

す。しかし、今後、新しい企業結合

会計基準による持分プーリング法を

適用すると、適正な帳簿価額で引き

継ぐこととなり、「のれん」等の計上

が認められなくなるため、従来の時

価以下主義を前提とした考え方を整

理する必要性が生じました。要綱案

では、上記のように、手続上の透明

性を図るために必要な開示を行うこ

とを条件に、合併差損が生じる組織
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再編行為を制度上正面から認めるこ

ととしています。また、前述したよ

うに、合併等の対価の柔軟化が行わ

れると、②のような局面がより多く

なることが考えられるため、同様に

法制上の手当を行っています。

Ⅶ．新しい会社類型（日本版LLC）

の創設

諸外国では、会社内部の規律は組

合と同様に定款自治が大幅に認めら

れ、かつ、出資者全員の責任につい

ては有限責任である営利法人が用意

され、活発に利用されています。わ

が国においても、同様の会社類型

（日本版LLC）の創設を求める要望

が、近年、実務界から強まっていま

した。

LLC（Limited Liability Company）

は、有限責任で、かつ利益配分や意

思決定の仕組みなどを自由に決める

ことができるため、高度な能力を持

つ人材をフルに活かすためのモチベ

ーションを高めることができる組織

といわれ、比較的少人数の人的資

産・知的資産に基盤を置く企業に適

しているといわれています。また諸

外国では、先端技術の共同研究開発

の合弁会社としても多く利用されて

います。

要綱案では、上記のニーズを踏ま

え、新たな会社の類型として合同会

社（仮称）を創設することとしてい

ます。合同会社の内部の関係は、基本

的には現行の合名会社の規律に準じ

たものといえますが、出資者全員が

有限責任であることに対応し、債権

者の計算書類の閲覧権を認めたり、違

法な剰余金の分配が行われた場合の

社員の責任を強化するなど、債権者

保護のための手当がなされています。

米国におけるLLCは、課税上、い

わゆるパス・スルー方式（構成員課

税）が認められることのメリットが

動機となり、その利用が飛躍的に増

加したものと考えられます。わが国

のLLCのニーズもパス・スルー方式

の実現を前提にしたものと思われま

す。しかしながら、わが国の現在の

課税制度上、日本版LLCが創設され

ても、法人である限り、法人課税と

されるわけで、パス・スルー方式の

メリットを授受することはできませ

ん。この問題を解決する方法の１つ

として、LLCと同様の性格を持った

組織を、現在の組合のなかの一形態

（LLP : Limited Liability Partnership）

として創設することのほうが、より現

実的な対応であるとの意見もありま

す。
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